
　
町
で
は
、
老
人
福
祉
法
及
び
介
護
保
険

法
に
基
づ
き
、
高
齢
者
福
祉
計
画
及
び
介

護
保
険
事
業
計
画
を
３
年
ご
と
に
策
定
し

て
い
ま
す
。
こ
の
計
画
は
、
高
齢
者
が
住

み
慣
れ
た
地
域
で
安
心
し
て
暮
ら
し
続
け

る
こ
と
が
で
き
る
環
境
を
整
備
す
る
た
め

の
事
業
を
計
画
し
た
り
、
介
護
保
険
の
給

付
費
を
見
込
ん
で
介
護
保
険
料
を
算
定
し

た
り
す
る
な
ど
、
み
な
さ
ん
の
生
活
に
直

結
す
る
重
要
な
計
画
で
す
。

　
今
年
度
は
、
令
和
３
年
度
か
ら
令
和
５

年
度
ま
で
の
３
年
間
（
第
８
期
）
を
対
象

と
し
た
計
画
を
策
定
し
、
知
識
経
験
者
を

は
じ
め
と
す
る
関
係
者
11
名
で
構
成
さ
れ

た
「
と
き
が
わ
町
介
護
保
険
事
業
計
画
等

策
定
委
員
会
」
で
審
議
し
て
い
き
ま
す
。

ま
た
、
町
民
の
み
な
さ
ん
の
意
見
を
反
映

す
る
た
め
、
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
な

い
65
歳
以
上
の
方
を
対
象
と
し
た
「
介
護

予
防
・
日
常
生
活
圏
域
ニ
ー
ズ
調
査
」
や
、

要
支
援
や
要
介
護
の
認
定
を
受
け
、
在
宅

で
生
活
し
て
い
る
方
を
対
象
と
し
た
「
在

宅
介
護
実
態
調
査
」
の
結
果
を
活
用
す
る

と
と
も
に
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
（
意

見
募
集
）
も
行
う
予
定
で
す
。

　
高
齢
の
方
は
よ
り
住
み
や
す
く
す
る
た

め
に
、
ま
だ
高
齢
で
な
い
方
は
ご
自
身
が

高
齢
と
な
っ
た
時
に
ど
の
よ
う
な
生
活
を

送
り
た
い
か
、
そ
の
た
め
に
は
ど
の
よ
う

な
取
り
組
み
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

か
、
そ
れ
ら
を
一
緒
に
考
え
て
い
く
た
め
、

町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
広
報
で
情
報
提
供
し

て
い
き
ま
す
。

　
今
回
の
広
報
で
は
、
と
き
が
わ
町
の
状

況
や
介
護
保
険
制
度
改
正
の
主
な
内
容
、

現
在
町
で
独
自
に
行
っ
て
い
る
高
齢
者
福

祉
事
業
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
な

お
、
次
回
は
11
月
号
に
掲
載
予
定
で
す
。

 

と
き
が
わ
町
の
状
況

　
介
護
保
険
事
業
は
介
護
を
必
要
と
す
る

高
齢
者
が
安
心
し
て
地
域
で
暮
ら
し
続
け

る
た
め
に
、
な
く
て
は
な
ら
な
い
事
業
で

す
。
そ
の
一
方
で
、
全
国
で
高
齢
化
が
進

展
す
る
中
、
と
き
が
わ
町
で
も
65
歳
以
上

の
人
口
は
増
え
続
け
、
令
和
２
年
３
月
末

時
点
で
、
高
齢
化
率
（
全
人
口
に
占
め
る

65
歳
以
上
の
人
口
の
割
合
）
が
37
％
を
超

え
ま
し
た
。
高
齢
者
の
増
加
に
伴
い
、
介

護
や
支
援
を
必
要
と
す
る
要
介
護
認
定
者

の
人
数
も
増
え
続
け
て
い
ま
す
。
ま
た
、

介
護
給
付
費
（
介
護
保
険
で
賄
わ
れ
る
分
）

に
つ
い
て
は
令
和
元
年
度
の
実
績
で
は
約

９
億
８
千
万
に
も
な
り
ま
す
。
介
護
サ
ー

ビ
ス
を
利
用
す
る
人
数
の
増
加
に
伴
い
介

護
給
付
費
も
増
加
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ

て
お
り
、
こ
の
ま
ま
で
は
介
護
保
険
料
を

上
げ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
で
す
。

介護給付費は今後、増加が見込まれます
給付費の増加は、保険料の値上げに直結します。

 

介
護
保
険
制
度
の
改
正

　
こ
れ
ま
で
は
、
高
齢
化
社
会
の
到
来
を

見
据
え
な
が
ら
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
が
必
要

な
方
に
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
で
き
る
よ
う
介

護
保
険
制
度
の
持
続
可
能
性
を
確
保
す
る

こ
と
に
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
地
域
共
生

社
会
の
実
現
に
向
け
て
、
医
療
、
介
護
、

介
護
予
防
、
住
ま
い
、
自
立
し
た
日
常
生

活
の
支
援
の
５
つ
の
サ
ー
ビ
ス
が
包
括
的

に
提
供
さ
れ
る
「
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ

ム
」の
深
化・推
進
が
図
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

　
今
後
も
そ
の
流
れ
を
継
承
し
つ
つ
、
介

護
予
防
・
健
康
づ
く
り
の
推
進
（
健
康
寿

命
の
延
伸
）
が
重
視
さ
れ
て
い
く
も
の
と

見
込
ま
れ
ま
す
。

通
い
の
場
の
拡
充

・ 

通
い
の
場
と
は
、
住
民
な
ど
多
様
な
主
体

が
健
康
づ
く
り
な
ど
に
取
り
組
む
場
で
、

要
介
護
高
齢
者
が
増
え
な
い
よ
う
に
す

る
の
が
目
的
で
す
。
介
護
予
防
の
強
化

を
含
め
、
市
町
村
の
「
地
域
づ
く
り
」
へ

の
取
り
組
み
が
重
要
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

介
護
保
険
制
度
の
持
続
可
能
性
の
確
保

（
費
用
負
担
の
公
平
化
）

★
「
補
足
給
付
」
の
見
直
し

・ 

住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
が
施
設
に
入

所
ま
た
は
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
を
利
用
し

た
場
合
、
食
費
・
居
住
費
の
負
担
軽
減

が
行
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
を
能
力

に
応
じ
た
負
担
と
す
る
観
点
か
ら
、
負

担
限
度
額
の
段
階
を
見
直
し
ま
す
。

★ 

高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
見
直
し

・ 

月
々
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
自
己
負
担

額
が
上
限
額
を
超
え
た
場
合
に
は
、
超

え
た
分
が
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
と
し

て
払
い
戻
さ
れ
、
過
大
な
負
担
と
な
ら

な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
負

担
上
限
額
を
、
医
療
保
険
の
高
額
療
養

費
制
度
の
負
担
上
限
額
に
合
わ
せ
ま
す
。

 

町
単
独
で
高
齢
者
福
祉
事
業
を

 

　
　
　
　
　  

行
っ
て
い
ま
す

　
町
で
は
、
介
護
保
険
制
度
と
は
別
に
町

独
自
事
業
と
し
て
高
齢
者
や
家
族
を
対
象

と
し
た
福
祉
事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。
な

お
、
❶
か
ら
❽
の
事
業
に
つ
い
て
は
、
申

請
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
役

場
福
祉
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

（
☎
６
５
‐
０
８
１
３
）

❶
【
家
族
介
護
者
支
援
手
当
】

要
介
護
２
以
上
で
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
未

利
用
者
の
家
族
介
護
者
に
手
当
を
支
給

❷
【
家
族
介
護
慰
労
金
】

要
介
護
４・
５
で
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を

過
去
１
年
間
利
用
し
て
い
な
い
者
を
自
宅

介
護
し
て
い
る
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
家

族
介
護
者
に
慰
労
金
を
支
給

❸
【
紙
お
む
つ
給
付
】

在
宅
の
要
介
護
３
以
上
の
方
で
排
泄
物
等

の
介
護
を
常
時
必
要
と
さ
れ
る
方
に
紙
お

む
つ
を
支
給

❹
【
高
齢
者
等
配
食
サ
ー
ビ
ス
】

65
歳
以
上
の
単
身
・
高
齢
者
の
み
の
世
帯
、

家
族
介
護
者
支
援
手
当
受
給
者
に
介
護
さ

れ
て
い
る
方
に
、
週
６
回
以
内
で
１
日
１

食
（
昼
）
配
食

※
自
己
負
担　
１
食
３
０
０
円

❺
【
寝
具
洗
濯
乾
燥
消
毒
助
成
】

65
歳
以
上
の
単
身
・
高
齢
者
の
み
の
世
帯
、

家
族
介
護
者
支
援
手
当
の
受
給
者
に
介
護

さ
れ
て
い
る
方
の
寝
具
洗
濯
、
乾
燥
消
毒

助
成

❻
【
高
齢
者
住
宅
火
災
警
報
器
設
置
助
成
】

65
歳
以
上
の
単
身
・
高
齢
者
の
み
の
世
帯

の
住
宅
へ
の
火
災
警
報
器
設
置
費
助
成

（
１
回
限
り
）

※
平
成
18
年
6
月
1
日
以
降
に
新
築
、
増

築
、
改
築
、
移
転
、
修
繕
若
し
く
は
模
様

替
え
さ
れ
た
住
宅
は
対
象
外

❼
【 

高
齢
者
等
移
送
サ
ー
ビ
ス
利
用
料
金

助
成
】

要
介
護
者
、
要
支
援
者
の
方
で
、
１
回
の

利
用
に
つ
き
利
用
時
間
が
１
時
間
を
超
え

た
場
合
に
助
成

❽
【
指
定
保
養
所
利
用
者
補
助
】

65
歳
以
上
の
方
に
、
指
定
し
た
保
養
所
の

利
用
料
金
の
補
助
券
を
交
付

❾
【
敬
老
金
支
給
】

町
内
に
引
き
続
き
１
年
以
上
居
住
の
77

歳
、
88
歳
、
99
歳
の
方
へ
敬
老
金
を
支
給

（
毎
年
９
月
）

⑩
【
長
寿
百
歳
祝
金
】

町
内
に
引
き
続
き
10
年
以
上
居
住
の
百
歳

を
迎
え
た
方
へ
祝
金
を
支
給

450

500

550

600

650

平成 令和
27

621 606 615
647

628 644

年

（人）

28 29 30 元 2

（人）

平成 令和
27 年28 29 30 元 2

0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000

3,734

4,429

3,821

3,857

4,249

3,674

3,965

4,090

3,506

4,060

3,955

3,385

4,089

3,862

3,248

4,144

3,759

65歳以上

40～64歳

0～39歳
3,122

要介護認定者数の推移

介護給付費の推移

人口の推移

年度

（億円）

平成 令和
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「
高
齢
者
福
祉
計
画
・

 
第
８
期
介
護
保
険
事
業
計
画
」

を
策
定
し
ま
す

問 

福
祉
課 

☎
６
５
‐
０
８
１
３

「高齢者福祉計画・第 8 期介護保険事業計画」を策定します

次回は 11 月号に掲載予定です。

全人口が減少する中、65 歳以上の人口は増え続けており、要介護認定者数もまた増加傾向です
※表は各年 4 月 1 日現在：人
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